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１）『臓器の移植に関する法律』（平成 9年法律第 104号）平成 9年 7月 16 日公布

（記録の作成、保存及び閲覧）

第十条第二項 前項の記録は、‥ ‥ ‥ 管理者が、 ‥ ‥ ‥ 五年間保存しなければならない

（罰則）五十万円以下の罰金

第二十三条第二項 第十条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成

し、又は同条第二項の規定に違反して記録を保存しなかった者

２）法的脳死判定マニュアル（改訂版平成 22年度発行）より［15 頁、19 頁抜粋］

11)脳波記録の保存

脳死判定記録書に脳波の

記録用紙を添付し、判読の

報告書を別紙に記載して

保存する。


